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告    示 

 

市道路線の区域決定及び供用開始に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 568 号  

令和８年３月 10 日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の区域決定及び供用開始に関する告示 

 

 

 道路法（昭和 27年法第 180号）第 18条の規定に基づき、本告示の日をもって市

道路線を次のように区域決定及び供用開始する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課におい

て、一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 569 号  

令和８年３月 10 日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示 

 

 

 道路法（昭和 27年法第 180号）第 18条の規定に基づき、本告示の日をもって市

道路線を次のように区域変更及び供用開始する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課におい

て、一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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市道路線の供用開始に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 570 号  

令和８年３月 10 日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 

 道路法（昭和 27年法第 180号）第 18条の規定に基づき、本告示の日をもって市

道路線を次のように供用開始する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課におい

て、一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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那覇市保健所手数料収納業務、総合案内業務及び食品営業施設の巡

回指導業務に関する委託契約について（生活衛生課） 

那覇市告示第１号  

令和８年４月１日  

 

 

那覇市保健所手数料収納業務、総合案内業務及び食品営業施設の巡回 

指導業務に関する委託契約について    

 

 

標記の件について、地方自治法第243条の２第２項により告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 委託事務の名称  那覇市保健所手数料収納業務、総合案内業務及び食品営業

施設の巡回指導業務に関する委託契約 

 

２ 受託者の住所  浦添市安波茶３丁目５番２号 

           安波茶交差点ビル103号室 

 

３ 受託者の名称  一般社団法人 沖縄県食品衛生協会 

会長 佐久本 武 

 

４ 指 定 日  令和８年３月17日 

 

５ 委 託 期 間  令和８年４月１日～令和９年３月31日 
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那覇市保育所保育料等の収入事務委託について（こどもみらい課） 

那覇市告示第２号  

令和８年４月１日  

 

 

那覇市保育所保育料等の収入事務委託について 

 

 

 標記の件について、地方自治法第 243条の２第１項の規定により告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 委託事務の名称 

   那覇市保育料等収納事務委託 

 

２ 受託者名称及び所在地 

沖縄県那覇市西１丁目19番７号 

株式会社沖縄債権回収サービス 

代表取締役社長 大神田 睦 

 

３ 指定日 

令和８年４月１日 

 

４ 委託期間 

令和８年４月１日 ～ 令和９年３月31日 
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令和７年度那覇市一般会計補正予算(第８号)（財政課） 

那覇市告示第４号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年(2026 年)２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市一般会

計補正予算(第８号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市一般会計補正予算(第８号) 

 

令和７年度那覇市の一般会計の補正予算(第８号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,124,809千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 193,202,520千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加及び廃止は、「第３表 債務負担行為補正」に

よる。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 
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令和７年度那覇市病院事業債管理特別会計補正予算(第１号)（財政

課） 

那覇市告示第５号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年(2026 年)２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市病院事

業債管理特別会計補正予算(第１号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市病院事業債管理特別会計補正予算(第１号) 

 

令和７年度那覇市の病院事業債管理特別会計の補正予算(第１号)は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 43,605 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 835,207千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和８年度那覇市一般会計予算（財政課） 

那覇市告示第６号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和８年度那覇市一般

会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市一般会計予算 

 

令和８年度那覇市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 185,220,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。  

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、27,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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令和８年度那覇市病院事業債管理特別会計予算（財政課） 

那覇市告示第７号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和８年度那覇市病院

事業債管理特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市病院事業債管理特別会計予算 

 

令和８年度那覇市の病院事業債管理特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,458,304千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
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令和８年度那覇市一般会計補正予算(第１号)（財政課） 

那覇市告示第８号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年(2026 年)２月那覇市議会定例会で議決された令和８年度那覇市一般会

計補正予算(第１号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市一般会計補正予算(第１号) 

 

令和８年度那覇市の一般会計の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,182千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 185,221,182千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和７年度那覇市介護保険事業特別会計補正予算(第３号)（ちゃーが

んじゅう課） 

那覇市告示第９号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市介護

保険事業特別会計補正予算(第３号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市介護保険事業特別会計補正予算(第３号) 

 

令和７年度那覇市の介護保険事業特別会計の補正予算(第３号)は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 334,554千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,567,887千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 
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令和８年度那覇市介護保険事業特別会計予算（ちゃーがんじゅう

課） 

那覇市告示第 10 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和８年度那覇市介護

保険事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市介護保険事業特別会計予算 

 

令和８年度那覇市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,735,459千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期限及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 76 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 77 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 78 

 

 
 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 79 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 80 

令和７年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号)（国民

健康保険課） 

那覇市告示第 11 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年(2026 年)２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市国民健

康保険事業特別会計補正予算(第３号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号) 

 

令和７年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算(第３号)は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 93,546 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,920,906千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加及び廃止は、「第２表 債務負担行為補正」に

よる。 
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令和７年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算(第３号)（国民健

康保険課） 

那覇市告示第 12 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年(2026 年)２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市後期高

齢者医療特別会計補正予算(第３号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算(第３号) 

 

令和７年度那覇市の後期高齢者医療特別会計の補正予算(第３号)は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 127,629千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,328,482千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の廃止は、「第２表 債務負担行為補正」による。 
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令和８年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算（国民健康保険

課） 

那覇市告示第 13 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和８年度那覇市国民健

康保険事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 令和８年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 36,841,702千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 

（２） 国民健康保険事業費納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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令和８年度那覇市後期高齢者医療特別会計予算（国民健康保険課） 

那覇市告示第 14 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市後期

高齢者医療特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市後期高齢者医療特別会計予算 

 

令和８年度那覇市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,639,488千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２表 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行

為」による。 
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令和７年度那覇市土地区画整理事業特別会計補正予算(第２号)（まち

なみ整備課） 

那覇市告示第 15 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市土地区

画整理事業特別会計補正予算(第２号)の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市土地区画整理事業特別会計補正予算(第２号) 

 

 令和７年度那覇市の土地区画整理事業特別会計の補正予算(第２号)は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,241千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,362千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和７年度那覇市市街地再開発事業特別会計補正予算(第２号)（まち

なみ整備課） 

那覇市告示第 16 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市市街

地再開発事業特別会計補正予算(第２号)の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市市街地再開発事業特別会計補正予算(第２号) 

 

令和７年度那覇市の市街地再開発事業特別会計の補正予算(第２号)は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 23,294 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 327,235千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和８年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算（まちなみ整備

課） 

那覇市告示第 17 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026年）２月那覇市議会定例会で議決された令和８年度那覇市土地区

画整理事業特別会計予算の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算 

 

 令和８年度那覇市の土地区画整理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,077千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
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令和８年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算（まちなみ整備

課） 

那覇市告示第 18 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和８年度那覇市市街

地再開発事業特別会計予算の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算 

 

令和８年度那覇市の市街地再開発事業特別会計予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 260,267千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 105 

令和７年度那覇市水道事業会計補正予算(第４号)（上下水道局企画経

営課） 

那覇市告示第 19 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市水道

事業会計補正予算(第４号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市水道事業会計補正予算(第４号) 

 

（総則） 

第１条 令和７年度那覇市水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（業務の予定量） 

第２条 令和７年度那覇市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定

めた業務の予定量のうち、（２）年間総配水量「38,000,000 ㎥」を「37,894,000

㎥」に、（３）一日平均配水量「104,110㎥」を「103,819㎥」に改める。 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額 2,213,600 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 91,920 千

円、減債積立金 125,002千円、建設改良積立金 851,934千円及び過年度分損益勘

定留保資金 1,144,744千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

1,260,004 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 83,644 千円、

減債積立金 125,002千円、建設改良積立金 754,804千円及び過年度分損益勘定留

保資金 296,554千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 
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（債務負担行為） 

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度

額に次のとおり追加する。 

事  項 期  間 限 度 額 

長田 2 丁目地内土地賃貸借

契約に伴う賃借料（平成

25年度設定 再追加分） 

令和７年度から令和 14 年度ま

で 
483千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 
 

（たな卸資産購入限度額） 

第７条 予算第９条中「94,943千円」を「59,260千円」に改める。 
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令和７年度那覇市下水道事業会計補正予算(第１号)（上下水道局企

画経営課） 

那覇市告示第 20 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市下水道

事業会計補正予算(第１号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市下水道事業会計補正予算(第１号) 

 

（総則） 

第１条 令和７年度那覇市下水道事業会計の補正予算(第１号)は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 令和７年度那覇市下水道事業会計予算（以下｢予算｣という。）第２条に定

めた業務の予定量のうち、（２）年間総排水量「34,787,700 ㎥」を「35,291,300

㎥」に、（３）一日平均排水量「95,309㎥」を「96,688㎥」に改める。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額 1,738,948 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 61,505 千

円、過年度分損益勘定留保資金 1,677,443 千円」を「資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額 1,711,485 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額 32,987 千円、減債積立金 291,297 千円、過年度分損益勘定留保資金

1,387,201千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
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（企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

起債の目的 既決予定額 補正予定額 計 

公共下水道事業 224,000千円 △125,700千円 98,300千円 

流域下水道事業 374,900千円 △61,900千円 313,000千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額) （ 計 ） 

（１）職員給与費 641,105千円 △124,038千円 517,067千円 
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令和８年度那覇市水道事業会計予算（上下水道局企画経営課） 

那覇市告示第 21 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026年）２月那覇市議会定例会で議決された令和８年度那覇市水道

事業会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (１)給水戸数                      171,800戸 

 (２)年間総配水量                 38,300,000㎥ 

 (３)一日平均配水量                   104,932㎥ 

 (４)主要な建設改良事業 

水道施設整備事業               1,996,372千円 

                               

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                 収  入 

 第１款 水道事業収益               9,732,039千円 

  第１項 営業収益                8,668,121千円 

  第２項 営業外収益                1,063,917千円 

  第３項 特別利益                        1千円 

                 支  出 

 第１款 水道事業費用               9,230,800千円 

第１項 営業費用                9,204,448千円 

  第２項 営業外費用                   4,952千円 

  第３項 特別損失                    1,400千円 

  第４項 予備費                     20,000千円 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 110 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額 2,751,204千円は当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額 189,612千円、減債積立金 107,520千円、建設改良積立金 1,

914,903千円及び過年度分損益勘定留保資金 539,169千円で補てんするものと

する｡)。 

                 収  入 

 第１款 資本的収入                  798,336千円 

  第１項 補助金                   110,000千円 

  第２項 他会計負担金                 19,038千円 

  第３項 他会計貸付金償還金             666,832千円 

  第４項 その他資本的収入                2,466千円 

    

                 支  出 

 第１款 資本的支出                3,549,540千円 

  第１項 建設改良費               2,231,019千円 

  第２項 企業債償還金                107,520千円 

  第３項 投資                  1,200,001千円 

  第４項 その他資本的支出                6,000千円 

  第５項 予備費                     5,000千円 

   

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年割額 

資本的 

支 出 

建 設 

改良費 

豊見城ポンプ場

設備更新工事 

702,600千円 令和８年度 

令和９年度 

421,560千円 

281,040千円 

 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 

事  項 期  間 限 度 額 

水道料金等コンビニ収納代行業務委託 
令和８年度から 

令和 13年度まで 

１件当たりの単価に

件数を乗じて得た金

額、合計額に係る消

費税及び地方消費税

相当額を加算して得

た金額 

那覇市上下水道局お客様センター業務委

託 

令和８年度から 

令和 13年度まで 
1,882,545千円 

水道管緊急修繕工事及び保安業務委託 
令和８年度から 

令和 10年度まで 
1,204,000千円 

水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事 
令和８年度から 

令和９年度まで 
41,300千円 

上水道施設維持管理等業務委託 
令和８年度から 

令和９年度まで 
71,548千円 
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事  項 期  間 限 度 額 

自家用電気工作物保安管理業務委託 
令和８年度から 

令和９年度まで 
1,392千円 

消防設備保守点検業務委託 
令和８年度から 

令和９年度まで 
373千円 

定期水質検査業務委託 
令和８年度から 

令和９年度まで 
27,378千円 

マッピングシステム保守及びデータ更新

支援業務委託 

令和８年度から 

令和９年度まで 
7,006千円 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

(１)営業費用、営業外費用及び特別損失  

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち

他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外

の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

い。 

(１)職員給与費                  1,047,423千円 

 (２)交際費                           56千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、124,731千円と定める。 
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令和８年度那覇市下水道事業会計予算（上下水道局企画経営課） 

那覇市告示第 22 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年（2026年）２月那覇市議会定例会で議決された令和８年度那覇市下水道

事業会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和８年度那覇市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (１)使用戸数                      164,400戸 

 (２)年間総排水量                 35,290,800㎥ 

 (３)一日平均排水量                    96,687㎥ 

(４)主要な建設改良事業 

    公共下水道整備事業               1,022,220千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                 収  入 

 第１款 下水道事業収益              5,969,786千円 

  第１項 営業収益                4,737,035千円 

  第２項 営業外収益               1,232,750千円 

  第３項 特別利益                          1千円 

                 支  出 

 第１款 下水道事業費用              5,767,426千円 

  第１項 営業費用                5,556,530千円 

  第２項 営業外費用                 189,494千円 

  第３項 特別損失                   1,402千円 

  第４項 予備費                    20,000千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額 1,934,961千円は当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額 79,898 千円、過年度分損益勘定留保資金 1,855,063 千円で補て

んするものとする。）。 

                 収  入 

 第１款 資本的収入                1,433,608千円 

  第１項 企業債                  695,400千円 

第２項 補助金                   532,840千円 

  第３項 他会計負担金                200,277千円 

  第４項 その他資本的収入                5,091千円 

                 支  出 

 第１款 資本的支出                3,368,569千円 

  第１項 建設改良費               1,803,254千円 

  第２項 企業債償還金               858,114千円 

  第３項 投資                    702,200千円 

  第４項 その他資本的支出                  1千円 

  第５項 予備費                     5,000千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

事   項 期   間 限度額 

令和９年度公共下水道維持

管理業務委託 

令和８年度から 

令和９年度まで 
162,261千円 

令和９年度下水道（情報管

理・固定資産台帳）システ

ム保守管理業務委託 

令和８年度から 

令和９年度まで 
6,461千円 

令和９年度公共下水道台帳

作成業務委託 

令和８年度から 

令和９年度まで 
5,868千円 

令和９年度人孔蓋・桝蓋緊

急修繕工事 

令和８年度から 

令和９年度まで 
61,647千円 

令和９年度ポンプ場電気保

安管理業務委託 

令和８年度から 

令和９年度まで 
1,077千円 

令和９年度ポンプ場保守点

検業務委託 

令和８年度から 

令和９年度まで 
47,786千円 

令和９年度排水路維持管理

業務委託 

令和８年度から 

令和９年度まで 
51,125千円 

令和９年度首里石嶺町調整

池巡回警備業務委託 

令和８年度から 

令和９年度まで 
4,488千円 

再生水緊急修繕工事 
令和８年度から 

令和 10年度まで 
9,900千円 
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 (企業債) 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

公共下水道

事業 

 

流域下水道

事業 

 

 

千円 

211,800 

 

 

483,600 

 

 

 

 

証書借入

又は証券

発行 

 

年５％以内 

（ただし、利率

見直し方式での

借り入れを行っ

た 場 合 に つ い

て、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該

見 直 し 後 の 利

率） 

 

 

償還期間は、据置期間

を含め 40 年以内とす

る。 

償還方法は、元利均

等、元金均等等による。 

ただし、財政の都合に

より、据置期間中であっ

ても繰上償還し、償還年

限を変更し、又は借り換

えることができる。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

(１)営業費用、営業外費用及び特別損失 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 

(１)職員給与費                   662,360千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 115 

 

令和８年度那覇市一般廃棄物処理実施計画について（環境政策課） 

那覇市告示第 23 号  

令和８年４月１日  

 

 

令和８年度那覇市一般廃棄物処理実施計画について 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第６条第１項の規

定に基づき、令和８年度那覇市一般廃棄物処理実施計画を次のように定めたので、

那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例（平成5年那覇市条例第15

号）第18条第２項の規定により告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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公    告 

都市計画(那覇広域都市計画道路事業)の図書の写しの縦覧について

（都市計画課） 

那覇市公告第 876 号  

令和８年３月 11 日  

掲 示 済  

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

 沖縄県知事から都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 62条第１項の規定により、

那覇広域都市計画道路９・７・１号沖縄都市モノレールの事業計画認可に伴う図書

の写しの送付を受けたので、同法第 62条第２項及び同法施行規則第 49条の規定に

より、次のとおり当該図書の写しを公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

都市計画事業の種類：那覇広域都市計画道路事業 

   都市計画事業の名称：９・７・１号沖縄都市モノレール 

 

縦 覧 場 所：那覇市 都市みらい部 都市計画課（那覇市役所９F） 
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都市計画(那覇広域都市計画都市高速鉄道事業)の図書の写しの縦覧に

ついて（都市計画課） 

那覇市公告第 877 号  

令和８年３月 11 日  

掲 示 済  

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

 沖縄県知事から都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 62条第１項の規定により、

那覇広域都市計画都市高速鉄道１号沖縄都市モノレールの事業計画認可に伴う図書

の写しの送付を受けたので、同法第 62条第２項及び同法施行規則第 49条の規定に

より、次のとおり当該図書の写しを公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

都市計画事業の種類：那覇広域都市計画都市高速鉄道事業 

   都市計画事業の名称：１号沖縄都市モノレール 

 

縦 覧 場 所：那覇市 都市みらい部 都市計画課（那覇市役所９F） 
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都市計画(那覇広域都市計画下水道)の図書の写しの縦覧について（都

市計画課） 

那覇市公告第 889 号  

令和８年３月 16 日  

掲 示 済  

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

 沖縄県から都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 21条第２項の規定において準

用する同法第 20 条第１項の規定により都市計画変更図書の写しの送付を受けたの

で、同法第 21条第２項の規定において準用する同法第 20条第２項及び同法施行規

則(昭和 44 年建設省令第 49 号)第 12 条の規定により、次のとおり当該図書の写し

を公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

１ 都市計画の種類 

那覇広域都市計画下水道 

 

２ 都市計画の名称 

   中部第一流域下水道 

 

３ 縦覧場所 

那覇市 都市みらい部 都市計画課（那覇市役所９階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１９０５号   2026（令和８）年４月１日 

 133 

 

開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 

那覇市公告第 892 号  

令和８年３月 16 日  

掲 示 済  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 36条第２項の規定により、次の開発行

為に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 開発許可年月日、番号及び指令番号 

令和７年２月 20日 第 H31-協議 01-04 号 

那覇市指令ま建指 第 41- H31-協議 01-04号 

 

２ 開発区域に含まれる地域の名称  

那覇市久米１丁目３番８号 他２筆 

（3-2工区） 

 

３ 公共施設 

防火水槽 

 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市長 知念 覚 

 

５ 検査済証番号 

令和８年３月 16 日 那ま建指第 265号（工事完了） 

令和８年３月 16 日 那ま建指第 266号（公共施設工事完了） 

 

６ 工事完了年月日 

令和７年 10月 31日 
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都市計画(那覇広域都市計画公園)の図書の写しの縦覧について（都

市計画課） 

那覇市公告第 894 号  

令和８年３月 17 日  

掲 示 済  

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

 沖縄県から都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 21条第２項の規定において準

用する同法第 20 条第１項の規定により都市計画変更図書の写しの送付を受けたの

で、同法第 21条第２項の規定において準用する同法第 20条第２項及び同法施行規

則(昭和 44 年建設省令第 49 号)第 12 条の規定により、次のとおり当該図書の写し

を公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

１ 都市計画の種類 

那覇広域都市計画公園 

 

２ 都市計画の名称 

   ５・５・那５号 首里城公園 

 

３ 縦覧場所 

那覇市 都市みらい部 都市計画課（那覇市役所９階） 
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那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の事業

計画変更について（まちなみ整備課） 

那覇市公告第 901 号  

令和８年３月 18 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の事業計 

画変更について 

 

 

  那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の事業計画の変更を

したので、土地区画整理法第 55条第 13項において準用する同条第９項の規定によ

り、下記の事項を公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

記 

 

１ 土地区画整理事業の名称  那覇広域都市計画事業 

真嘉比古島第一地区土地区画整理事業 

 

２ 施 行 者 の 名 称  那覇市 

 

３ 施 行 地 区 

那 覇 市 

古   島 １丁目 ２丁目 
全 部 

首里末吉町 ４丁目 

字 古 島 古島宝口原 

の一部 
松   島 １丁目 ２丁目 

真 嘉 比 ２丁目 ３丁目 

首里山川町 ２丁目 

 

４ 事 業 施 行 期 間  昭和 50年６月５日から 

令和 11年３月 31日まで 

 

５ 事 務 所 の 所 在 地  那覇市泉崎１丁目１番１号 

                那覇市まちなみ共創部 まちなみ整備課 

 

６ 事業計画の決定の年月日  昭和 50年６月５日 

 

７ 事業計画の変更の年月日  令和８年３月 18日 
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スマートフォン通信サービス利用契約に係る制限付一般競争入札の

実施について（保護管理課） 

那覇市公告第 904 号  

令和８年３月 19 日  

掲 示 済  

 

 

スマートフォン通信サービス利用契約に係る制限付一般競争入札の 

実施について 

 

 

地方自治法第234条第１項に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、地方

自治法施行令第167条の６及び那覇市契約規則第4条の規定により、次のとおり公告

する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 件  名 スマートフォン通信サービス利用契約 

 (詳細は別紙「スマートフォン通信サービス利用契約」に関する

仕様書のとおり) 

 (2) 契約期間 契約の締結日から令和11年５月31日まで 

（那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

第2条第1項第1号に基づく長期継続契約） 

 (3) 特記事項 入札及び契約には次の条件を付す。 

1）各年度における長期継続契約の経費の範囲内で契約を締結又

は継続するものであること。 

2）予算の減額又は削除による契約の変更又は解除の場合がある

こと。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

次に掲げる事項のすべてを満たす者でなければ入札に参加することができま

せん。 

（1） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定する者に 

該当しないこと。 

（2） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項各号のいずれか 

に該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しない者または 

その者を代理人、支配人その他の使用人もしくは入札代理人として使用する 

者でないこと。 

（3） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き開 

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく 

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（4） 公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市物品購入等入札参加資格 

審査及び指名選定要綱に基づく指名停止の措置を受けている期間がないこと。 
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（5） 那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第１号）第2条第1号に規定す 

る暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係して 

いないこと。 

（6） 那覇市内に本店、支店、又は営業所の所在がある者。 

（7） 令和８年度那覇市物品購入等入札参加資格者名簿に、下記の業種で登録され 

ている者（那覇市法制契約課に登録済み）であること。 

   業種：通信機械器具類又はリース業 

   種目：通信機械器具類又はリース業 

 

３ 入札の日時及び場所 

 (1) 日  時：令和８年４月16日（木）午後３時 

 (2) 場  所：那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎４階(401会議室) 

※郵送による入札は認めません。 

 

４ 入札保証金 

那覇市契約規則第 8条第 1項第 2号の規定に基づき免除。 

 

５ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札は無効

とします。 

 

６ お問い合わせ 

那覇市福祉部 保護管理課 担当：長瀨、平良 

  〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 

  電話 098-861-5193（内線：2475）  FAX 098-862-4267 
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消防局訓令 

 

那覇市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第１号  

令 和 ８ 年 ３ 月 ６ 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 消 防 局  

局長 上原 立也  
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那覇市消防救助隊規程等の一部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第２号  

令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防救助隊規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 消 防 局  

局長 上原 立也  
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那覇市消防署勤務規程の一部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第３号  

令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防署勤務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 消 防 局  

局長 上原 立也  
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大隊指揮隊の試行に伴う勤務等の特例に関する規程を廃止する訓令 

那覇市消防局訓令第４号  

令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日  

公 表 済  

 

 

大隊指揮隊の試行に伴う勤務等の特例に関する規程を廃止する訓令をここに制

定する。 

 

 

那 覇 市 消 防 局  

局長 上原 立也  
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

那覇市上下水道局告示第 31 号  

令 和 ８ 年 ３ 月 1 8 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

 

那覇市下水道条例第 11 条に基づき次のとおり新規に指定したので、那覇市排水

設備指定工事店規程第 11条により告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  
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令和８年度水道メーターの賠償額について 

那覇市上下水道局告示第１号  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 

 

令和８年度水道メーターの賠償額について 

 

 

 那覇市水道給水条例第 17 条第３項の規定に基づき、水道メーターの賠償額につ

いて別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  
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教育委員会規則 

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則の一部を

改正する規則 

那覇市教育委員会規則第２号  

令 和 ８ 年 ３ 月 1 0 日  

公 布 済  

 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則の一部を改正する規

則を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教育長  宮 里 寿 子  
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教育委員会訓令 

 

那覇市立小学校及び中学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

那覇市教育委員会訓令第１号  

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日  

公 表 済  

 

 

那覇市立小学校及び中学校職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定

める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教育長  宮 里 寿 子  
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監査委員公表 

 

令和７年度後期定期監査の結果について（公表） 

那監公表第 10 号  

令和８年３月 10 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市監査委員  新 垣 淑 博  

同     宮 城   哲  

同     城 間   貞  

同     比 嘉 啓 登  

 

 

 

令和７年度後期定期監査の結果について（公表） 

 

 

地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 199条第１項及び第４項に基づき実施した

令和７年度後期定期監査の結果を、同条第９項の規定により、次のとおり公表する。 
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